
 

Ⅲ．再発防止と信頼回復に向けた取り組み 

１．再発防止対策  ～「しない風土」「させない仕組み」の構築～ 

 

   ４つの約束 （平成１４年９月１７日公表） 

 

＜第１の約束＞ 情報公開と透明性の確保 

・福島県発電所所在町情報会議への積極的な情報公開 

・原子力安全・品質保証会議の設置（議長 矢川元基 東大名誉教授） 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ＜第２の約束＞ 業務の的確な遂行に向けた環境整備 

・不適合管理委員会による不適合事象の審議 

・規程・マニュアルの見直し（責任と権限の明確化、第三者による評価等） 

・品質保証に係る体制（組織）の強化（品質安全部、ユニット所長等の設置） 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜第３の約束＞ 原子力部門の社内監査の強化と企業風土の改革 

・原子力部門の品質保証体制の整備（社長直属の原子力品質監査部の設置等） 

・原子力部門と他部門との人材交流 

・世界原子力発電事業者協会（WANO）等の専門家チームによるピアレビュー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
福島県原子力発電所所在町情報会議 原子力安全・品質保証会議 WANO ピアレビュー（福島第一） 品質監査部による監査 

 

 

 

 

＜第４の約束＞ 企業倫理遵守の徹底 

・企業倫理遵守の徹底に向けた体制整備（企業倫理担当役員、企業倫理責任者等設置） 

・企業倫理委員会の設置 

・企業倫理遵守に関する行動基準の作成、企業倫理研修の実施 等 
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組織図 
企業倫理研修 携帯カード 不適合管理委員会 


